
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全ての手続きを記載しているものではありません。 

事前相談（建設部都市政策課） 

第３条関係 

土地所有者等及び周辺住民への説明会 

第５条関係 

提案を踏まえて都市計画決定をするかどうかを判断 

第８条関係 

提案不成立 

第７条関係 

提案の結果を公表 

第 11 条関係 

説明会及び公聴会の開催 

都市計画の案の作成 

第９条関係 

第９条関係 

提案を踏まえて 

都市計画決定する必要があると判断 

都市計画の案及び提案を 

佐賀市都市計画審議会へ付議 

第９条関係 

都市計画の決定 

第９条関係 

提案を踏まえて 

都市計画決定する必要がないと判断 

第 10 条関係 

佐賀市都市計画審議会に 

提案を提出し、意見を聞く 

第 10 条関係 

都市計画の決定が必要ないと判断 

第 10 条関係 

都市計画の決定をしない理由を 

計画提案者に通知 

第 10 条関係 

都市計画の決定をしたことを 

計画提案者に通知 

第９条関係 

受付（建設部都市政策課）及び提案要件確認 

第６条及び第７条関係 
要件不足 

要件充足 
提案補正 

第７条関係 

要件不足 

都市計画の素案の提出 

第４条関係 

都市計画の素案作成 

都市計画提案のフロー 


